
飛騨医療センター　　　　　
　　　久美愛厚生病院

奨 学 金 制 度 に つ い て



受給資格

 ①　本会看護専門学校並びに保健師、助産師、看護　　

　　　師を養成する学校の在学者。

 ②　薬剤師を養成する学校の在学者。

※ 学生にあっては学校卒業後、既に卒業している

　者にあっては、受給決定後直ちに本会の病院等

　に勤務する意思を有する者。
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奨学資金の額

 ①　１ 人 １ ヶ月　３０，０００円以内

 ②　１ 人 １ ヶ月　５０，０００円以内

飛騨医療センター　　　
久美愛厚生病院



支給期間

 養成施設等が定める最短の養成（受講）期間以内。
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支給の取り消し及び停止

 受給者が支給を辞退したとき、または支給の目的
を達成する見込みがなくなったと認めるとき。

 休学期間



償還（返却）について

 奨学金の支給を取消されたとき。

 学校を退学したとき。

 本会看護専門学校学則によって退学したとき。

 卒業後 １ 年以内に資格試験に合格しなかったとき。

 償還の免除期間内に退職したとき。
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償還（返却）の免除

 在学中、研修中に死亡したとき。

 在職中に死亡、または業務上に起因する故障のため退職したと
き。

 ①　②に定められた、奨学資金の支給を受けた期間を本会の病
院等に勤務したとき。
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